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告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
十
二
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
八
・　
　

　

一
・
一
四
映　

画
緊
縛
異
常
魔

新
東
宝
映
画

　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

漁
師
の
嫁　

天
然
巨
乳
快
楽
漬
け

オ
ー
ピ
ー
映
画

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

〃

〃

痴
漢
地
下
鉄

新
東
宝
映
画

〃

〃

背
徳
酒
場　

熱
燗
熟
女
の
う
ず
き

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
三
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

大
分
市
大
字
大
平
三
十
八
番
地
の
三

　
　
　
　

松
本　

美
根
雄

　
　
　

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
二
十
番
地

　
　
　
　

上
野　

哲
司

　
　
　

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
十
六
番
地

　
　
　
　

船
瀨　

邦
彦

　

２　

加
入
区

　
　
　

神
崎
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
三
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

（
告
示
）
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十
日

大
分
県
報

二

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
二
十
九
番
地
の
二

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
神
崎
取
次
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
夷
堅
来

線

豊
後
高
田
市
堅
来
字
払
川
三
一
二
四
番
三

か
ら

豊
後
高
田
市
堅
来
字
払
川
三
一
三
七
番
五

ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
一
・
一　
　

～　

六
・
三

メ
ー
ト
ル

七
九
・
三

後

一
四
・
〇　
　

 

～　

七
・
二

七
九
・
三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

（
告
示
・
議
会
訓
令
）

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
二
九
番
二
地
先
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
二
四
番
二
ま
で

一
般
国
道
三
八
七
号

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
一
七
番
一
一
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
四
番
四
ま
で

令
八
・　

一
・
三
〇

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
三
番
七
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
三
番
六
ま
で

宇
佐
市
院
内
町
二
日
市
字
平
原
一
四
七
番
三
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
二
日
市
字
平
原
一
四
三
番
二
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名　
　

称

所　

在　

地

指
定
を
し
た
日

Ｓ
Ｐ
．
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
一
号
田
町
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー
Ｎ
十
九
階

令
八
・　

一
・
一
四

二　

指
定
納
付
受
託
者
が
行
う
納
付
事
務
に
係
る
歳
入
等

　
　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
入
学
考
査
料

○
議
　
会
　
訓
　
令

大
分
県
議
会
訓
令
第
一
号

　

大
分
県
議
会
事
務
局
規
程
（
平
成
十
三
年
大
分
県
議
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日



令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
分
県
報

三

大
分
県
議
会
議
長　
　

嶋　
　
　
　
　
　
　

幸　
　
　

一　

　

第
八
条
第
七
項
中
「
職
員
が
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
行
う
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
大
分
県
電

子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
」
を
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
大

分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
管
守

者
」
を
「
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
（
電
子
署
名
記
録
媒
体
及
び
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、

パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
い
う
。
）
の
管
理
責
任
者
（
以
下
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

別
表
中
「
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
管
守
者
」
を
「
管
理
責
任
者
」
に
改
め
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
議
会
訓
令
）


